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概要 

これまで一般用電気工作物として扱われていた小出力発電設備（太陽電池発電設備（10kW以上 50kW未満）

及び風力発電設備（20kW未満））が「小規模事業用電気工作物」として新たに区分され、技術基準の適合維持、

基礎情報の届出、及び使用前自己確認について 2023年 3月 20日から義務化（以下「新制度」）された。本レ

ポートでは、新制度がどのような背景で義務化されたのか、また実際に新制度における必要な手続きをどの

ように行うべきかについて概説する。なお、本レポートでは新制度の全体像を簡潔に説明することに主眼を

置いているため、新制度のより詳細な仕組みや手続きについては、経済産業省が公開している情報等を確認

し、新制度の遵守に努めていただきたい。 

目次 

概要 ......................................................................................... 1 

1.背景と新制度の概要 ......................................................................... 2 

1.1. 背景 .................................................................................. 2 

1.2. 発電設備の法体系と新制度の位置付け ..................................................... 5 

1.3. 発電設備の保安規制（新旧制度） ......................................................... 6 

1.3.1. 旧制度 ............................................................................ 6 

1.3.2. 新制度 ............................................................................ 7 

2. 必要な手続き .............................................................................. 9 

2.1. 届出内容 .............................................................................. 9 

2.1.1. 基礎情報 .......................................................................... 9 

2.1.2. 使用前自己確認 .................................................................... 9 

2.2. 届出方法 ............................................................................. 12 

3. おわりに ................................................................................. 13 

参考文献 .................................................................................... 14 

 



損保ジャパン RMレポート ｜ Issue 255 ｜ 2024年 3月 27日 

Copyright © 2024 Sompo Risk Management Inc. All rights reserved. ｜ 2 

1.背景と新制度の概要 

1.1. 背景 

この節では「小出力発電設備1」が、電気事業法の改正（2022 年 6 月 15 日成立）に基づき 2023 年 3 月 20

日に施行された新制度により、「小規模事業用電気工作物2」として新たに区分され、技術基準の適合維持、基

礎情報の届出、及び使用前自己確認が義務化されるに至った背景について述べる。 

2012 年 7 月 1 日より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（＝再エネ

特措法：FIT制度）が導入されて以降、太陽電池発電設備や風力発電設備を中心に再生可能エネルギー発電設

備の導入件数は急速に増加し、特に 50kW 未満の太陽電池発電設備及び 20kW 未満の風力発電設備の施設が多

数を占めている（図 1、図 2）。なお、図 1 において 10kW 未満の太陽電池発電設備の導入件数が最も多いこと

を示しているが、これは主に一般住宅の屋根上の設備であることが想定される。 

 

 

図 1 太陽電池発電設備の導入件数推移3 

 

 

図 2 風力発電設備の導入件数推移 3  

                              
1 電気事業法第 38条でかつて定められていた一般用電気工作物の一つ（10kW以上 50kW未満の太陽電池発電設備及び

20kW未満の風力発電設備）。 
2 2022 年 6 月 15 日の電気事業法の改正により、2023 年 3 月 20 日以降、小規模発電設備の中で新たに区分された太陽電

池発電設備（10kW以上 50kW未満）、風力発電設備（20kW未満）。 
3 経済産業省「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウエブサイト」の事業計画の認

定情報を基に当社作成。 

https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfo（アクセス日：2024年 3月 15日） 

https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary）
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電気保安統計によれば、自家用電気工作物4に該当する太陽電池発電設備の事故件数及び事故率（発電出力

100万 kW 当たりの事故件数）はともに増加傾向にあり（図 3）、風力発電設備については事故件数及び事故率

ともに近年は横ばい傾向である（図 4）。太陽電池発電設備の事故件数及び事故率が 2017 年度から急激に増

加している要因としては、国が 2016年 9月に電気関係報告規則の改正を行い、事故報告の対象とする太陽電

池発電設備の出力要件を、出力 500kW以上から出力 50kW 以上に引き下げ、事故報告の対象を拡大させたこと

によるものと考えられる。風力発電設備も太陽電池発電設備と同様に、2016 年 9 月から事故報告の対象が

20kW以上に引き下げられたが、2020年に突出して多くなった理由としては、同種の「逆変換装置またはイン

バータ」の破損事故が頻発していたためであると「電気保安の現状について（令和 3 年度電気保安統計の概

要）」5で示されている。 

 

 

図 3 太陽電池発電設備の事故件数推移（自家用電気工作物）6 

 

 
図 4 風力発電設備の事故件数推移（自家用電気工作物）6  

                              
4 電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物（電気事業法第 38条）。 
5 経済産業省 第 28回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会「資料 2-2 令和 3年度

電気保安統計の概要」（2023.2.28）

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/pdf/028_02_02.pdf 

（アクセス日：2024年 3月 15日） 
6 前掲脚注 5より当社作成。 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/pdf/028_02_02.pdf
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一方で、再生可能エネルギー発電設備の急速な導入に伴い、近年は風水害や土砂災害による太陽電池モジ

ュール・基礎・架台等の倒壊や流出等により、公衆に被害を及ぼす事故が報告されている。写真 1 は、2018

年 7 月の西日本豪雨発生時に神戸市において、小出力の太陽電池発電設備（10kW 以上 50kW 未満）の崩落事

故が発生した状況である。この事故により、JR 西日本が安全確認のため山陽新幹線の運転を一時見合わせる

といった社会的な影響に波及した。また写真 2 は、2019 年 1月、青森県つがる市において小出力の風力発電

設備（20kW未満, ハブ高さ：20m）のナセルがタワー基部に落下する事故が発生した状況である。 

 

 

写真 1 小出力の太陽電池発電設備の事故事例7 

 

写真 2 小出力の風力発電設備の事故事例 7 

 

小出力の太陽電池発電設備や風力発電設備は、従前から電気設備に関する技術基準を定める省令（以下、

「技術基準」）への適合を求められていた。一方で技術基準の適合維持や保安規程の届出などが対象外であっ

たため、適切な保安が確保できていなかった可能性があったと考えられる。 

しかしながら、近年は前述のとおり公衆に被害を及ぼす顕著な事故が発生している。 

そうした背景から、2023 年 3 月 20 日の改正電気事業法の施行に伴う新制度により、適切な保安を各発電

事業者に課すことを明確にするため、これまで「小出力発電設備」として一般用電気工作物であった 10kW以

上 50kW未満の太陽電池発電設備と 20kW未満の風力発電設備を、「小規模事業用電気工作物」として新たに区

                              
7 経済産業省「新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ中間報告」（2019.11.19）より抜粋。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/20191119_

report.pdf（アクセス日：2024 年 3月 15日） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/20191119_
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/newenergy_hatsuden_wg/pdf/20191119_
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分し、技術基準の適合維持、基礎情報の届出、及び使用前自己確認が義務化されるに至った。 

なお、前述（図 1）のとおり 10kW未満の太陽電池発電設備については、主に一般住宅の屋根上の設備であ

ることが想定され、こうした設備は（一般社団法人）住宅生産団体連合会の「住宅用太陽光発電システムチ

ェックリスト」等によって一定の安全性が担保されていると考えられる。また、一般住宅の居住者等に対す

る負荷低減の観点からも、小規模事業用電気工作物の対象からは除外された（一般用電気工作物に該当）。 

 

1.2. 発電設備の法体系と新制度の位置付け 

発電設備の法体系は、図 5に示すとおり、根拠法となっている電気事業法8に紐づく形で、「政令」（＝電気

事業法施行令）、「省令」（＝電気事業法施行規則、技術基準、電気関係報告規則等）、「告示・内規・解釈 等」

（＝技術基準の解釈、使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈等）が定められており、これらを補

足する位置付けとして「民間規格等」（日本産業規格（JIS C 8955）等）が引用されている。 

発電設備が満たすべき技術的な要件は、省令として技術基準に定められており、国が安全性確保の観点か

ら達成すべき必要な性能を規定し、法的拘束力があるものとなっている。 

この新制度は、電気事業法（第 38条）によって区分された小規模事業用電気工作物に基づき規定された内

容（同法第 39 条：事業用電気工作物の維持；同法第 46 条：小規模事業用電気工作物を設置する者の届出；

同法第 51条：使用前安全管理検査）である。 

 

 

図 5 電気事業法にかかる法体系イメージ9 
  

                              
8 電気事業法の詳しい説明は、経済産業省 HP「法令｜電力の安全」にて詳述されているので参照されたい。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/index.html#tekiseika 

（アクセス日：2024年 3月 15日） 
9 前掲脚注 7より当社作成。 
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1.3. 発電設備の保安規制（新旧制度） 

1.3.1. 旧制度 

旧制度（2023年 3月 20 日以前）では、事業用電気工作物として 50kW以上の太陽電池発電設備及び 20kW以

上の風力発電設備について技術基準の維持義務、電気主任技術者の選任、保安規程の届出が必要であり、さ

らに 500kW 以上 2,000kW 未満の太陽電池発電設備及び 20kW 以上 500kW 未満の風力発電設備に該当する設備

については使用前自己確認を行う必要があった。一方、10kW以上 50kW 未満の太陽電池発電設備と 20kW 未

満の風力発電設備は、一般用電気工作物に該当したため、これらの規制の対象外であった（図 6、図 7）。 

なお、2,000kW 以上の太陽電池発電設備及び 500kW 以上の風力発電設備については、工事計画の届出及び

使用前自主検査を行わなければならない（新制度も同じ）。 

 

  

図 6 太陽電池発電設備の保安規制（旧制度）10 

  

                              
10 経済産業省 第 11回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキン

ググループ資料「小規模事業用電気工作物に係る保安規律の適正化」（2022.6.29）基に当社作成。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/011_02_00.pdf 

（アクセス日：2024年 3月 15日） 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/011_02_00.pdf
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図 7 風力発電設備の保安規制（旧制度）10 

 

1.3.2. 新制度 

旧制度において一部の保安規制が対象外となっていた小出力発電設備が、新制度においては 2023 年 3 月

20 日以降、小規模事業用電気工作物として新たに区分され、技術基準の適合維持（範囲拡大）、基礎情報の届

出（新設）、及び使用前自己確認（範囲拡大）が義務化された。加えて、使用前自己確認の対象外だった太陽

電池発電設備（50kW 以上 500kW 未満）についても、使用前自己確認（範囲拡大）が義務化された（図 8、図

9）。 
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図 8 太陽電池発電設備の保安規制（新制度）10 

 

 

図 9 風力発電設備の保安規制（新制度）10 
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2. 必要な手続き 

この章では新制度により新たに届出が必要となった小規模事業用電気工作物（太陽電池発電設備：10kW以

上 50kW未満、風力発電設備：20kW 未満）の届出内容及び届出方法について概説する。 

2.1. 届出内容 

2.1.1. 基礎情報 

新設された基礎情報とは、設備や設置者に係る基本的な情報とともに、他の事業用電気工作物における電

気主任技術者の選任や保安規程作成の代替という位置付けとして保安体制に係る基本的な情報の届出が必要

となる。具体的な内容については、表 1のとおりである。 

 

表 1 基礎情報届出に係る届出事項 10 

届出項目 届出事項 

(1)設備や設置者に係る

基本的情報 

設置者 

・事業者名 

・代表者名 

・事業者の住所 

・電話番号、電子メールアドレス 

設備 

・電気工作物の名称 

・電気工作物の種類、出力規模 

・電気工作物の設置の場所（住所） 

(2)保安体制に係る情報 保安体制 

・保安監督担当者名、住所、電話番号、電子メールアドレス 

※保守管理業務を設置者自らではなく委託している場合はその

委託者先の情報 

・点検の頻度 

 

なお、以下の場合は既に届出済みであっても届出が求められる。 

 

・基礎情報の項目に変更があった場合 

・小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合（廃止を含む） 

 

2.1.2. 使用前自己確認 

使用前自己確認制度は従前から規定されていた制度であり、新制度によって小規模事業用電気工作物につ

いても対象となり、当該電気工作物の設置者に対して、運転開始前に設備が技術基準に適合しているかどう

かを確認し、その確認結果を経済産業省（産業保安監督部）へ届出を行う制度である。具体的には、「使用前

自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」（経済産業省、 2023 年 3 月 10 日一部改正）や電気事業法施行

規則（別表第三）をもとに、必要な確認項目に対する確認結果の届出が必要となる。届出の概要は以下①～

⑧のとおりである。 
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① 確認年月日 

② 確認の対象 

発電所または発電設備の種類、発電所名称、発電出力等 

③ 確認の方法 

各確認項目（表 2）について対応 

※「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」に具体的な確認方法が記載されている。 

 

表 2 確認項目（太陽電池発電所及び太陽電池発電設備、風力発電所及び風力発電設備）11 

No. 
確認項目 

太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 風力発電所及び風力発電設備 

1 外観検査 外観検査 

2 設計荷重の確認 侵入防止措置の確認 

3 支持物構造の確認 風車の安全停止の確認 

4 部材強度の確認 風車の雷保護装置の確認 

5 使用材料の確認 圧油装置及び圧縮空気装置の耐力の確認 

6 接合部構造の確認 風車を支持する工作物のタワーの確認 

7 基礎及びアンカー強度の確認 風車を支持する工作物の基礎の確認 

8 
アレイ面の高さが 9m を超える場合に必

要な確認 
接地抵抗測定 

9 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認 絶縁抵抗測定 

10 接地抵抗測定 絶縁耐力試験 

11 絶縁抵抗測定 保護装置試験 

12 絶縁耐力試験 遮断器関係試験 

13 保護装置試験 総合インターロック試験 

14 遮断器関係試験 制御電源喪失試験 

15 総合インターロック試験 負荷遮断試験 

16 制御電源喪失試験 遠隔監視制御試験 

17 負荷遮断試験 負荷試験（出力試験） 

18 遠隔監視制御試験  

19 負荷試験（出力試験）  

 

④ 確認の結果 

⑤ 確認を実施した者及び主任技術者の氏名（当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物であ

る場合を除く。） 

                              
11 経済産業省「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」（2016.6.17制定（2023.3.10一部改正））基に当社

作成。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/shiyoumaekensakaisyaku.pdf 

（アクセス日：2024年 3月 15日） 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/shiyoumaekensakaisyaku.pdf
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⑥ 当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、確認に係る業務を委託し

て行った場合にあっては、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスそ

の他の連絡先 

⑦ 確認の結果にもとづいて補修などの措置を講じたときは、その内容 

⑧ 使用前自己確認結果届出書には、電気事業法施行規則（別表第三）に掲げる添付書類も必要（表 3） 

 

表 3 使用前自己確認結果届出書の主な必要添付書類12 

種別 主な添付書類 

太 

陽 

電 

池 

発 

電 

設 

備 

1 発電所の概要を明示した地形図 

2 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 

3 発電方式に関する説明書 

4 

支持物の構造図及び強度計算書（砂防法（明治三十年法律第二十九号）第二条の規定により指

定された砂防指定地、地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の規定に

より指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第七条第一項の規定により

指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。） 

風 

力 

発 

電 

設 

備 

1 送電関係一覧図 

2 
騒音規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域内に同法第 2 条第 1 項の特定施設を設置

する場合は、騒音に関する説明書 

3 
振動規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域内に同法第 2 条第 1 項の特定施設を設置

する場合は、振動に関する説明書 

4 発電所の概要を明示した地形図 

5 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 

6 単線結線図 ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの 

7 発電方式に関する説明書 

8 風車の構造図及び強度計算書 

9 支持物の構造図及び強度計算書 

10 雷撃からの風車の保護に関する説明書 

11 

風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風

車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書（常用電源の停電時の措置を含め

て記載。） 

12 電気設備のうち当該発電設備に該当するもの 

13 制御方法に関する説明書 

 

①～⑧の他、使用前自主検査及び使用前自己確認にかかる具体的な確認方法や判断基準は、「使用前自主検

査及び使用前自己確認の方法の解釈」11（図 5の「告示・内規・解釈 等」に該当）が参考になる。 

                              
12 電気事業法施行規則（別表第三）を元に基に当社作成。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407M50000400077（アクセス日：2024年 3月 15日） 
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2.2. 届出方法 

小規模事業用電気工作物の使用開始前に行う必要がある基礎情報及び使用前自己確認結果の届出は、申請

書類の郵送・持参のほか、小規模事業用電気工作物の設置者の負担を軽減するため、オンラインで完結する

ための電子申請システムが既に運用されており（保安ネット13）、このシステムを利用することが推奨されて

いる。 

電子申請システムにおける主な手続きの流れは図 10のとおりである。まずはインターネットに接続可能な

パソコン等を準備のうえ、gBizD14アカウントの発行を行う必要がある。アカウント発行後、保安ネットにロ

グインのうえ、準備した基礎情報及び使用前自己確認結果に基づき申請フォームから申請情報を記入するこ

とで、申請を行うことができる。その後、審査が行われ、審査結果が申請者に通知される。なお、電子申請

の場合、届出・申請の履歴及び処理状況の確認が可能となっている。 

 

 

 
図 10 電子申請による主な手続きの流れ 13 

 

手続きに関する質問回答集や保安ネット操作マニュアル等、保安ネット上に掲載されているので参照され

たい。 

                              
13 産業保安・製品安全関連法令に関するオンラインによる電子申請システム。 

経済産業省「保安ネットポータル」 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/index.html 

（アクセス日：2024年 3月 15日） 
14 複数の行政サービスを１つのアカウントにより、利用することのできる認証システムである。gBizIDを取得すると、

一つの ID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできる。 

法令によって、利用可能なアカウントが異なる。詳しい説明は gBizIDの Webサイト（https://gbiz-id.go.jp/top/

（アクセス日：2024年 3月 15日））を参照。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/index.html
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
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3. おわりに 

再生可能エネルギー設備の導入が拡大していく中で、小規模の太陽電池発電設備や風力発電設備において

は、公衆に影響を及ぼす顕著な事故が近年発生しており、社会問題となっている。発電事業を行う上では安

全に設備を運営することが大前提としてあることから、発電事業者は新制度を遵守し、確実にリスク低減を

図っていただきたい。 
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